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１ 自治会とは
自治会は、一定の地域に住む人たちが住み良い豊かなまちづくりを目指して、地域におけるさま

ざまな問題の解決に取り組むとともに、ふれあいの輪を広げ、人々の連帯意識の向上に努めている
自主的な任意の団体です。
地域の主人公は、そこに暮らしている人々です。そして、同じ地域に住んでいる人々が仲良く助

け合って暮らしていこうとする考え方は、昔も今も変わっていません。
よく、「遠くの親戚より近くの他人」と言われますが、“いざ”というときには、お隣さんや近所の

人たちが一番頼りになるものです。自治会もそういった意味で、頼りになるものと言えます。

２ 自治会発展の経過と組織
本市の自治会は、戦前の隣保班（りんぽはん）あるいは行政区等の行政の

末端機関としてあったものが戦後解体され、新憲法のもとに住民自治が強く
要請される中で、新たに地域住民の自主的共同体組織として、町内会、自治
会等の名称で組織されたのが始まりです。
地域の生活環境の整備改善や会員の福祉の向上、相互扶助等を主な仕事と

して活動してきましたが、各町内会あるいは自治会相互の横の繋がりを求め
る声があがり、この意を体し、昭和３２年度に相互連絡と親睦を図ることを
目的に連合会が結成され、現在では右の組織図のとおりとなっています。
その後も自治会は、地域の特色を活かし地域住民の福祉や生活環境の改

善、各種スポーツ活動とレクリエーション等に取り組むことにより、コミュ
ニティを醸成しながら自治と連帯の輪を広めるため、各種事業を積極的に実
施しています。

３ 自治会の主な活動
今、「心のかよいあうまちづくり」が求められています。その第一歩は、地域の人々が気軽にあ

いさつし、ふれ合い、話し合うことから始まります。
飯能市では１３４の自治会がそれぞれの地域で、ふれあいの輪を広げ、地域のさまざまな問題解

決のために活発に活動しています。具体的には、次に挙げるような活動をしています。

飯能市

自治会連合会

1３支部

１３４自治会

住 民

≪ 組織図 ≫
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＜ 自 治 会 の 主 な 活 動 ＞

《情報共有》
市役所からの「広報はんのう」や「地区行政センターだより」をお届けします。
他にも、公的団体からのお知らせなどを町内の皆さんに配布や回覧でお届けします。

《自主防災・共助活動》
「もし、大地震や土砂災害が発生したら・・・」
私たちは、普段から災害に対する関心を深め、災害が発生した

場合には、各家庭や地域での被害を最小限に食い止めるため、地
域で防災訓練を実施しています。また、公的支援が届くまでの地
域での助け合いも自治会の大きな役割です。

《地域安全活動》
犯罪や事故のない安心して暮らせる街をつくることは、私たち

みんなの願いです。
犯罪などを未然に防ぐため、防犯パトロールを行っています。

《レクリエーション活動や各種団体の育成》
会員の交流と親睦を目的に、盆踊りや運動会など、皆さんが気軽に

参加できる各種行事を催しています。
また、子ども会や敬老クラブなど地域団体の活動を支援しています。

《地域の環境美化・ごみ集積所の管理》
自然を愛し、美しいまちをつくることは誰もが望む生活環境で

す。お互いに協カし合い、ごみ集積所の管理や町内清掃を行い、
道路や地域の美化運動を推進しています。

《助け合い運動》
市民の皆さんの善意で集められる「日赤募金」、「赤い羽根共同募金」

などにも自治会は協カしています。
こうした募金は、火災が発生した場合、り災状況に応じてふとん等

の救護物資の贈呈、福祉団体の活動の充実のために活用されています。

《自治会未加入世帯への加入促進》
住みよい環境や明るいまちづくりを目指して、より多くの方に自治会

活動を理解していただくとともに、仲間づくりに努めています。

← 転入世帯には「自治会加入のお願い」リーフレットを配付しています。
二次元コードから加入の手続きができるようになっています。
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４ 自治会と関わりのある市の業務、補助金等

事務内容 頁 担当課

自

治

会

・自治会事務委託金 ４

自治振興課 ☎９７３―２６２６

・自治会館の建設・修繕に係る補助金・助成金 ５
・自治会保険補助金
・自治会合併補助金 ６

・自治会、自治会連合会での個人情報の取り扱い 8

・自治会の法人化（認可地縁団体の申請、認可）９
・自治会館等の固定資産税の減免 ９ 資産税課 ☎９７３－２１１３

広
報
・「広報はんのう」及び各課からの全戸配布
物、回覧物の配布 11 広報情報課 ☎９８６－５０７１

防
災
組
織

・自主防災組織とは 12
防災危機管理室 ☎９７３－２７２３

・自主防災組織育成事業補助金 6

・自主防災組織による防災訓練 12 防災危機管理室 ☎９７３－２７２３
水道業務課 ☎９７３－３６６１

安

全

・交通安全施設の設置及び管理
・防犯灯の設置及び管理 14

生活安全課 ☎９７３－２１２６・自主防犯組織へのパトロール用品の貸与 15

・防犯カメラ購入費補助金 ６

環

境

・ごみ集積所の新設・移転・廃止
・不法投棄対策
・廃棄物減量等推進員

16
クリーンセンター ☎９７３－１０１０

・資源再利用奨励補助金 7
・市民清掃デー 18

環境緑水課 ☎９７３－２１２５
・河川浄化実施補助金 7

福

祉

・敬老祝賀事業運営費補助金 7 介護福祉課 ☎９７３－３７５３
・日赤募金 19

地域福祉課 ☎９８６－５０８１・地域からの選出委員
（民生委員・児童委員、主任児童委員、保護司）21

・ふくしのなんでも相談 27 社会福祉協議会 ☎９７３－００２２

・赤い羽根共同募金
・社会福祉協議会会費 19

埼玉県共同募金会飯能市支会
（社会福祉協議会）☎９７３－００２２
社会福祉協議会 ☎９７３－００２２

・児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待、ＤＶ、
生きる支援（自殺対策）各相談窓口 20 各連絡先を参照ください

・高齢者、障害のある方、そのご家族への相談
支援

・認知症に関する相談支援
28 介護福祉課 ☎９７３－３７５３
障害福祉課 ☎９８６－５０７２

そ
の
他

・森林文化都市基金緑化支援事業補助金 7 森林づくり課 ☎９７８－５０６１
・空き家等に関する総合窓口
・木造住宅等の耐震化 21 建築課（空き家） ☎９８６－５０７８

建築課（木造住宅等の耐震化） ☎９７３－２１７０
・地域防犯推進委員 ９ 飯能警察署管内防犯協会☎９７２－０１１０

・防災・防犯情報伝達手段 23 ホームページやアプリ、メール配信サービス等、ご登録ください
・市の相談窓口一覧 25 各連絡先を参照ください
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◇ 自治会は行政の重要な協働のパートナー ◇
自治会は飯能市にとって、重要な協働のパートナーであり、行政では把握が

難しい細かな地域の課題や困りごとの把握や解決ができる団体です。
行政のパートナーとしての自治会には、行政の様々な部署から各種依頼があ

ります。また、行政の主な手続きや委託金・補助金は次のとおりです。

１ 自治会への事務委託
自治会では、行政と協力して明るく住みよいまちづくりを進めていくため、「飯能市自治会事務
委託及び委託金交付要綱」に基づき、市から委託された次の事務を行っています。

（１）自治会への事務委託内容

（２）自治会事務委託金
上記に掲げた事務の執行に対して、各自治会へ事務委託金が年２回（６月及び１２月）に分け

て交付されます。
なお、自治会連合会会費として交付額の１０％を控除した金額が振り込まれます。
自治会事務委託金に関する通知は、4月下旬から 5月上旬頃に各自治会長宛てに送付します。

① 行政連絡事務に関すること
主として文書の回覧、「広報はんのう」等の各戸配布、掲示等
の事務で、市から住民への連絡を目的とするもの

② 調査事務に関すること 市が住民又は物件を対象として行う各種調査に関する事務

③ 一般行政事務に関すること
上記 2つ以外の事務に関し、物品等の配布及び災害救援活動
等の市に対する協力を求める事務

④ 前各号以外のもので市長が特に必要があると認める事務

{ 47,000 円 ＋ （1,320 円×加入世帯数）} × 1/2 ＝ １回の交付金額（Ａ）
（1自治会当たりの基本額） （世帯単価） （各年度４月１日現在）

１回の交付金額（Ａ）×0.1＝自治会連合会会費（Ｂ）として控除
（自治会連合会から領収証を各自治会へ送付します。）

１回の交付金額（Ａ）－自治会連合会会費（Ｂ）＝ 1回の委託金振込金額
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２ 自治会活動に関わる各種補助金等
自治会で実施する様々な事業に対し、市から各種補助金が交付されます。補助金についての詳細
やご不明な点については、各種補助金の所管課までお問い合わせください。

こんなとき
【所管課】

内 容 通知時期

自治会館を修
繕するとき
【自治振興課】

○コミュニティ施設整備事業補助金（増改築・修繕）

自治会が所有している自治会館の増改築・修繕に対して、経費
の 1/2 の額。ただし、本体工事以外にかかる経費は補助の対象と
なりません。

《補助を受けられない場合》
・自己負担がないとき
・既に事業に着手しているとき
・自治会館の新築後（全部の改築を含む）10 年を経過しないとき
・自治会館を増築（一部の改築を含む）、又は修繕した後 5年を経
過しないとき

《補助限度額》 150 万円
《申請年度の翌年度に事業実施》
《申請多数の場合は不採択の場合あり》

6 月上旬に
通知を郵送
（申請可能
自治会のみ）

自治会館を新
築又は大規模
修繕するとき
【自治振興課】

〇コミュニティセンター助成事業
（新築・大規模修繕）

自治会館の建設又は大規模修繕（建築基
準法第 2条第 14 号に該当するもの）に対
して、経費の 3/5 以内の額。

《条件：自治会が認可地縁団体であること》
《助成限度額 2,000 万円》
《申請年度の翌年度に事業実施》
《申請多数の場合は不採択の場合あり》

実施主体：
一般財団法人自治総
合センター（宝くじ
の社会貢献広報事
業）

助成金：10 万円単位
（10 万円未満切り
捨て）

6 月下旬の
自治会連合
会支部長会
で お 知 ら
せ。
（個別通知
は し ま せ
ん。）
細かな基準
が あ る た
め、希望さ
れる場合は
7 月下旬ま
でにご相談
ください。

コミュニティ
活動に必要な
設備を購入す
るとき
（自治会館の
備品、祭り用具
等）
【自治振興課】

〇一般コミュニティ助成事業（備品整備）
コミュニティ活動に直接必要な設備等

（建築物、消耗品は除く）の整備に対して。
例：祭り用具、エアコン、テーブル、椅子、
テント等

《対象とならないものの一例》
・各戸へ配布するもの
・建物と実質一体とみなせるもの（トイレ、
畳、カーペット、ふすま等）

・防災目的のもの
・防犯カメラ
・照明器具のうち電球のみの整備

等
《助成額：100 万円から 250 万円まで》
《申請年度の翌年度に事業実施》
《申請多数の場合は不採択の場合あり》
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こんなとき
【所管課】

内 容 通知時期

自治会保険に
加入したとき
【自治振興課】

○自治会保険補助金

自治会活動中のけがなどに備えて保険に加入した場合は、保険
料の 1/2 以内で補助金を交付します。（予算の範囲内）

《補助限度額》1世帯当たり 165 円

※美杉台、南高麗、吾野、東吾野、原市場、名栗支部の自治会に
ついては、支部でまとめて加入しているため、自治会宛てに通知
は送りません。また、支部で加入の補償内容については、各地区
行政センターへお問い合わせください。

4 月下旬～
5月上旬

（自治会事
務委託金通
知と同送）

他の自治会と
合併するとき
【自治振興課】

○自治会合併補助金

合併前の自治会を構成する世帯の数が１００未満である自治会
を含む、複数の自治会が、合併して新たに設立された自治会に対
して補助金を交付します。

《補助限度額》合併前の自治会数×10 万円を乗じて得た額
※合併した日の属する年度から３年間

該当する場
合、事前にご
相談くださ
い

自主防災組織
で防災訓練の
実施、及び
防災士の資格
取得をすると
き
【防災危機

管理室】

○自主防災組織育成事業補助金

市民の防災意識の高揚・防災活動の技術向上を図ることを目的
として、自主防災組織の事業に対して補助金を交付します。

《補助対象事業の内容等》
・防災訓練の実施に要する費用
・防災士の資格取得に要する費用

※世帯数や訓練参加人員により限度額が定められています。
詳細は防災危機管理室へお問い合わせください。

3月下旬
各自主防災会
宛て

防犯カメラを
購入するとき
【生活安全課】

〇防犯カメラ購入費補助金

自治会が地域に設置する防犯カメラの購入費用の一部を補助し
ます。

《補助対象》
・自治会
・地域の犯罪防止を目的として、公共の場所（道路、公園その他
の多数の者が自由に往来し、または出入りする場所。）を撮影対
象に設置する常設の画像記録装置を有する映像機器。

《補助額、補助限度額》
・補助対象経費の 1/2（100 円未満切り捨て）
・1自治会につき、1年度あたり 20 万円を限度

※手続きを始める前に、生活安全課にご相談ください。

自治会連合
会総会で通
知配布

50 世帯 100 世帯＋ 〇交付対象

110世帯 100 世帯＋ ×交付対象外



各種補助金等

7

こんなとき
【所管課】

内 容 通知時期

敬老祝賀事業
を実施すると
き
【介護福祉課】

○敬老祝賀事業運営費補助金

自治会等が敬老の日の行事として行った敬老祝賀事業に対し
て、補助金を交付します。（予算の範囲内）

《補助対象》
・敬老祝賀事業を実施した自治会または老人クラブ
・9月 1日現在、市内に住所を有する 70歳以上の方
・祝賀対象者が行事に欠席した場合や記念品配付のみを行う事
業も補助対象となります。

・同一人物が二重に補助を受けることはできません。例えば自
治会・老人クラブ両方の祝賀事業に出席し、両方の団体から申
請があった場合は、先に申請のあった団体に交付します。

《補助額》・補助対象者が 1人から 500 人までの場合は、50 人
増えるごとに 2万円加算、501 人以上の場合は 100
人増えるごと 5万円加算（上限 50万円）

・補助金交付決定額より補助対象支出額が少ない場合
は、低い方の額となります。

6月上旬

河川の清掃を
行ったとき
【環境緑水課】

○河川浄化実施補助金

河川の美化を図るため、河川の清掃を実施した自治会に補助
金を交付します。

《補助対象》・河川流域をその地域内に有している自治会
・交付は、当該年度に 1回となります。

《補助額》1自治会当たり 8,000 円

5 月下旬

森づくり・緑化
活動をすると
き
【森林づくり課】

○森林文化都市基金緑化支援事業補助金

森林文化都市としてのまちづくりを推進するため、森林文化
都市基金から補助金を交付します。

《補助対象》・自治会、地域団体等
※前年度に採択された団体は連続して応募できません

《対象事業》
・年度内に完了する森づくり・緑化事業
・事業に要する物品等の購入費を補助します。
（１）種子、苗木、肥料などの資材
（２）草刈機、チェーンソーなどの機械
（３）鋸、鎌、ヘルメットなどの物品

《補助限度額》上限５万円
※本補助金は令和７年度をもって終了となります。

広報はんの
う 5月号で
周知

集団資源回収
活動をすると
き
【クリーン

センター】

○資源再利用奨励補助金

ごみ減量や資源再利用を促進するため、再利用できる有価物
を回収する団体に補助金を交付します。活動を通じてリサイク
ル率アップ&地域コミュニティ活動を活性化しましょう。

《補助対象》
・本市に住所を有するもので構成された地域団体（自治会、子ども会、PTA 等）
・対象有価物…紙（紙パック含む）、布類、金属類、

生きビン（再利用できる１升瓶、ビール瓶）、

《補助金の単価》1キログラムにつき 5円（生きビンは 1本につき 5円）

通知はして
いません。
申請書等は
飯能市ホー
ムページか
らダウンロ
ードできま
す。
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３ 自治会活動に関わる事務、手続き等

＜自治会活動に係る関係＞ 主管課：自治振興課

自治会の会員名簿など個人情報の取り扱いについて
個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とす

る法律で、平成１７年４月に施行されました。平成２９年５月３０日には改正個人情報保護法が施
行され、それまでは対象外であった自治会も法の適用対象となりました。
自治会では、会員の氏名・住所・電話番号など多くの個人情報を扱っているため、法を遵守し適

切に対応する必要があります。会員の加入時に個人情報を収集する際には、個人情報を自治会活動
や会員相互の連絡に利用すること、会員名簿を作成し会員等関係者に配布することなど、利用目的
を明示し承諾を得ることが必要です。
また、作成した名簿は、第三者に提供をしないこと、利用目的以外には使用しないこと、取り扱

いに注意し、情報の流出（紛失・盗難・転売等）防止に努めることなどを自治会の会員さんに周知
することも必要です。

自治会連合会での個人情報の取り扱いについて
自治会連合会では、下記のとおり個人情報保護に関する内規を定めています。

飯能市自治会連合会個人情報保護に関する内規
平成１７年５月２７日承認

（趣旨）
第１条 この内規は、飯能市自治会連合会事務局が自治会長及び副会長の氏名、住所及び電話番号等個人情報（以
下「個人情報」という。）を管理することについて、定めるものとする。

（個人情報の管理）
第２条 連合会事務局は、個人情報を外部に対し公開しない。
２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事由については個人情報を公開する。
（１）飯能市からの事務委託に関する事由
（２）当該自治会地域内の開発に関する事由
（３）自治会への加入に関する事由
（４）その他会長が必要と認めた事由

（その他）
第３条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

内規第２条第２項に基づき、自治振興課へ提出された自治会長の氏名・住所・電話番号等の個人
情報は、市役所各課と共有し、また、住宅開発等で自治会長と連絡を取りたい業者等にお伝えして
います。
自治会へ新規加入したいという問い合わせに対しては、加入希望者の個人情報を伺い、自治会長

へ自治振興課から連絡をしますので、各自治会にて加入の手続きをお願いします。
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自治会の法人化（認可地縁団体）
かつて、自治会は任意団体として位置付けられ、団体名義での不動産登記

ができないなど、財産管理上いろいろな問題が生じていましたが、その解決
策として自治会も法人格をもつことができるようになり、団体名義の印鑑
登録もできるようになりました。
この法人化のメリットは、第一に個人名義で不動産を登記した場合、相続

が発生すると手続きが面倒ですが、団体名義の場合については、変更登記は不要であることです。
第二に団体名義で登記することにより、財産管理がしやすくなることです。
第三に土地の購入の際に、認可地縁団体として融資が受けやすくなることです。
第四に団体名義の場合不動産取得税（県税）が減免の対象となる場合があります。
市が申請を受け付け認可を行った後すぐに告示をします。この告示で認可を受けた地縁団体は、

法人となり、告示事項を第三者に対して対抗できることになります。
地域的な共同活動をより円滑に行うために、地縁団体の認可申請を考えている場合は、自治振興

課へご相談ください。（申請先は市になります。）
なお、現在飯能市内では、２５自治会・町内会が認可地縁団体となっています。

自治会館等の固定資産税の減免 （担当課：資産税課 ☎９７３－２１１３）

減免となる条件は、公益のために自治会が直接専用する固定資産（有料で使
用するものは除く。）となります。自治会館用地及び自治会館が自治会名義の
場合、または無償の使用貸借契約を締結し、かつ公益性が認められた場合は減
免の対象となります。減免を希望される場合は資産税課へご相談ください。

地域防犯推進委員の委嘱 （担当：飯能警察署管内防犯協会 ☎９７２－０１１０）
「地域防犯推進委員」とは、地域の防犯情報について、防犯協会や警察署と地域住民とのパイプ
役として選出された方々で、自治会長の皆様は、飯能警察署管内防犯協会から「地域防犯推進委員」
に委嘱されます。
新たに自治会長となった方には、自治会連合会総会で委嘱状が交付されます。任期は原則 2年で

す。
自治会長の皆様は、地域の防犯について日頃から意識していただき、危険個所や犯罪に結びつく

情報、発生した犯罪情報を通報したり、関係機関と連携し地域の実情に合わせた犯罪等の被害を防
止する活動（地域安全活動）を推進し、安全・安心な住みよい地域づくりにご協力をお願いします。
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自治会活動に関するQ&A

こんなとき どうする 担当課 連絡先

自治会長が年度途中
で交代したとき

自治振興課に変更内容をご連絡
ください。

自治振興課
☎９７３

－２６２６

認可地縁団体になり
たいとき

自治振興課へご相談ください。
申請に必要な要件等をご説明しま
す。

認可地縁団体の自治
会の規約変更や、会
長の交代があったと
き

自治会の規約を変更した場合は、
「規約変更認可申請書」等、会長が
交代した場合は、「告示事項変更届
出書」を提出していただきます。詳
細は、担当課までお問い合わせくだ
さい。

自治会脱退者・未加
入者が自治会管理の
ごみ集積所を使うこ
とについて

市へ非常に問い合わせの多い案件です。生活するうえでごみは必ず発生
するもので、ごみの処理ができないと、地域環境の悪化につながる可能性
もあります。
廃棄物処理法において、一般廃棄物は市が収集し、これを運搬し処分す

ることが義務付けられています。言い換えれば、市民は決められた場所に
ごみを出せば、市は収集し、処分をするということになります。
自治会への加入は任意であり、「自治会」と「ごみを捨てること」は切

り離して考える必要があります。従って、ごみ集積所の利用を理由に、自
治会加入を勧めたり、逆に自治会未加入であることでごみ集積所の利用を
拒否することは好ましくありません。
そうはいっても、「自治会費で集積カゴを設置・修繕した」「自治会の班

でごみ当番を回している」等、自治会がごみ集積所の設置や維持管理に関
わっている場合も多いと思います。そのため、各自治会や集積所利用者で
話し合いをしていただき、自治会未加入者にも一定の負担をしていただく
（集積所設置・修繕費用を負担する、ごみ当番を引き受ける、廃棄物減量
等推進委員を引き受ける）など折り合いをつけていただき、地域の皆さん
が集積所を使用できるようご理解、ご協力をお願いします。
なお、集積所の新設については、１６ページ〈ごみ・廃棄物の関係〉に

記載がありますが、申請書に自治会長の自署が必要となります。
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＜広報･回覧物の関係＞ 主管課：広報情報課

毎月１日に発行する｢広報はんのう｣や市役所各課からの全戸配布物、回覧物の配布をお願いして

います。

配布物は月末に、自治会広報配布担当者様宛てに配送業者がお届けします。

広報・回覧物に関するQ&A

こんなとき どうする 担当課 連絡先

新しい回覧板が必要
なとき

自治振興課へご連絡ください。
在庫の範囲内で必要枚数をお渡し

します。
自治振興課

☎９７３
－２６２６

「広報はんのう」な
どの配布物や回覧物
の必要部数に変更が
あるとき

広報情報課へ変更内容をご連絡く
ださい。

広報情報課
☎９８６

－５０７１

自治会広報配布担当
者の変更があるとき

「広報はんのう」、
同時配布物等の部数
が不足していたとき

・「広報はんのう」→広報情報課へ
ご連絡ください。

・ 同時配布物→同時配布物の発行元
の部署へご連絡ください。

新しい役員に変更し
たのに、もとの広報
配布担当者に配布
物・回覧物が届いた
とき

広報情報課へご連絡ください。
毎年度、４月中旬までに自治会か

ら提出していただく、広報配布担当
者様の届けに基づき配布していま
す。
なお、年度の切り替えは、５月１

日号から新しい年度の配布担当者様
にお届けしています。

自治会の回覧等で商
品の斡旋等を依頼さ
れたとき

民間の企業・団体から、商品の斡旋等があった場合は、自治会として
依頼を受けるか否か、地域とのかかわりを考えながら自治会内で判断し
てください。
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＜自主防災組織の関係＞ 主管課：防災危機管理室

自主防災組織とは

飯能市における自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分たち

で守るという意識に基づき自治会又は複数の自治会を単位として

自主的に組織した団体」で、自主防災組織設立届出書により市長に

届出をされています。

自主防災組織の重要性

令和元年東日本台風では、避難情報発令に伴い、多くの方が避難所へ

避難されました。

当時の避難所運営については、市職員や施設管理者などが中心に避難所

運営を行いましたが、更なる大規模な災害で長期避難を必要とした避難

所を運営する場合には、自主防災組織の皆様や避難者の協力が必要とな

ります。

このような時に頼りになるのが、日頃から顔を合わせている隣近所の人たちです。互いに協

力しあいながら組織的に活動し、初期消火、避難支援、被災者の救助・救護、避難所運営等に

取り組んでいけるよう、日頃からつながりを持つことが何より大切です。

自主防災組織による防災訓練 所管課：防災危機管理室 ･ 水道業務課

飯能市では自主防災組織に対し、年 1回の訓練をお願いしています。

防災訓練を行う場合は、防災危機管理室へご相談ください。

また、訓練で消火栓を使用する場合は、水道業務課へ消火栓使用許可願を

提出してください。なお、消火栓の使用には、消防署員等の立合いが必要とな

ります。
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防災に関するQ&A

こんなとき どうする 担当課 連絡先

防災や危機管理の話
を聞きたいとき

防災危機管理室へご連絡くださ
い。

防災危機管理室
☎９７３

－２７２３

自主防災会組織主催
の防災訓練で消火栓
を使いたいとき

防災訓練を行う際には、防災危
機管理室へご連絡ください。ま
た、消火栓を使用する際には、水
道業務課へ消火栓使用許可願を提
出してください。

防災危機管理室
☎９７３

－２７２３

水道業務課
☎９７３

－３６６１

土砂災害等の前兆現
象等を発見したとき

身の安全を確保した上で、すぐ
に飯能日高消防署、または防災危
機管理室までご連絡ください。

飯能日高消防署
☎９７３

－９１１９

防災危機管理室
☎９７３

－２７２３

災害時に避難が必要
と判断したとき

市が避難情報等を発令する前で
あっても危険が差し迫った場合は
避難してください。
公共施設を避難先とする場合

は、開設の必要がありますので、
防災危機管理室または最寄りの地
区行政センターへご連絡くださ
い。

防災危機管理室

最寄りの
地区行政センター

☎９７３
－２７２３



自治会活動に関わる事務、手続き等

14

＜地域内の安全・防犯の関係＞ 主管課：生活安全課
交通安全施設の設置
交通安全施設及び防犯灯の新規設置申請については、別途通知をお送りいたします。
（自治会連合会総会時に配布）
交通事故を防止する事業の一環として、自治会からの申請に基づき交通安全施設（カーブミラー・
道路照明灯・ガードレール等）を設置しています。
1. カーブミラー
見通しの悪い交差点やカーブにおいて、自動車や自転車、歩行者などの存

在を確認するための補助として、交通量の多い市道に設置します。
2. 道路照明灯
夜間において車や自転車などの交通安全のため、交通量の多い市道に設置

します。
3. ガードレール
幅員の広い市道・交差点における歩行者保護などのため設置します。

4. 注意看板
立看板で、危険や注意すべき状況などをお知らせするものです。
（例）「危険スピード落とせ」、「こども飛び出し注意」、「通学路学童に注意」､「迷惑駐車」
※看板は配布します。地域の協力により民有地などへ設置し、電柱などへは設置しないでください。

※国道、県道に設置してある道路照明灯は、飯能県土整備事務所道路相談担当へご連絡くだ
さい。（９７４－２０５７）

防犯灯の設置
犯罪の起こりにくい環境づくりのため、自治会からの申請に基づき防犯灯を設置しています。

（年１回）防犯灯は歩行者が通行する市道に設置しています。

※不点灯などお気づきの点がありましたら、設置場所や防犯灯番号、電柱に貼ってある電柱
番号を生活安全課へご連絡ください。

申請方法 自治会長名で所定の申請書により、生活安全課に申請してください。
設 置 申請後、職員が現地調査を行い、交通状況等を勘案して設置の可否を決定します。
修 繕 市道に設置されている道路照明灯の不点灯や、道路反射鏡の向きが曲がってい

るなど、お気づきの点がありましたら、設置場所や、支柱・電柱に貼ってある
管理番号を生活安全課へご連絡ください。

申請方法 自治会長名で所定の申請書により生活安全課に提出してください。
設 置 申請後、職員が調査を行い、現地状況及び支部内の優先順位を勘案して設置の

可否を決定します。
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自主防犯組織への支援（防犯パトロール用品の貸与）
防犯活動用のベストや帽子などを貸与し、子どもの登下校時の見守りや夜

間などの防犯パトロールに役立てていただいています。
〈申請方法〉 自治会長名で所定の申請書により、生活安全課に申請してくだ

さい。（年１回）
〈配 布〉 予算の範囲内で各自治会に貸与（配布）します。

地域内の安全に関するQ&A

こんなとき どうする 担当課 連絡先

防犯灯と道路照明灯
の違いは?

防犯灯は、犯罪の起こりにくい環境づく
りのため、歩行者が通行する市道を中心
に設置しています。
道路照明灯は、夜間における車や自転車
などの交通安全のため、主要（幹線）道
路を中心に設置しています。

[防犯灯の例] [道路照明灯の例] 生活安全課
☎９７３

－２１２６

放置自転車を発見し
たとき

飯能警察署へご連絡ください。 飯能警察署
☎９７２

－０１１０

公園の維持管理につ
いて相談したいとき

維持公園課へご連絡ください。また、
「遊具が壊れている」、「照明が点いて
いない」等を発見した場合も、維持公園
課へご連絡をお願いします。 維持公園課

☎９７３
－２１２７

道路や側溝の破損を
発見したとき

維持公園課またはお近くの地区行政セン
ターへご連絡ください。
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＜ごみ･廃棄物の関係＞ 主管課：クリーンセンター

ごみ集積所の新設・移転・廃止
ごみ集積所を新たに設置したり、位置の変更や廃止をしようとする場合には、

その集積所を利用する方（利用予定者）が、自治会長に報告し、申請書類一式
をクリーンセンターに提出してください。申請書の自治会長名欄には自治会長
の自署が必要です。
申請の際には、クリーンセンターに事前にご相談ください。

不法投棄対策
不法投棄の防止策として、頻繁に不法投棄される地域などを中心にパトロールを実施していま

す。また、不法投棄防止看板や監視カメラの設置をしています。不法投棄防止看板の配付をご希望
の場合はご相談ください。
私有地に不法投棄された廃棄物については、原則としてその土地の所有者の方に回収をお願いし

ています。回収した廃棄物については、クリーンセンターへ搬入していただければ、無料で引き取
り処分いたします。（産業廃棄物など一部受け入れできない場合があります。）
また、投棄物の中に個人が特定できるものがある場合や不審物である場合

には、飯能警察署生活安全課（972-0110）へご連絡ください。不法投棄は、
法律の規定により５年以下の懲役、1,000 万円以下の罰金に処せられます。

廃棄物減量等推進員
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 5条の 8 第 1 項」の規定に基づき、ごみの減量化や資

源化、ごみ出しマナーの向上を推進するため、地域住民のリーダーとして、自治会長から推薦され
た方を廃棄物減量等推進員として委嘱しています。任期は 1年です（再任可）。
任期途中で交代した場合は、前任者の残任期間が任期となります。役割は、①分別収集徹底のた

めの住民への協力要請、②ごみ集積所の清潔保持の指導、③ごみの減量・資源化等の推進などを担
っていただきます｡委嘱後、廃棄物減量等推進員についてと、ごみ減量・資源化についての説明を
兼ねた「廃棄物減量等推進員説明会」を開催しています。廃棄物減量等推進員宛てに説明会開催通
知を送付しますので、ご出席いただきますようお願いします。



自治会活動に関わる事務、手続き等

17

ごみ･廃棄物に関するQ&A

こんなとき どうする 担当課 連絡先

不法投棄され
てしまったと
きは

不法投棄については、原則としてそ
の土地の所有者に回収をお願いしてい
ます。回収した廃棄物については、ク
リーンセンターへ搬入していただけれ
ば無料で引き取ります。（一部受け入
れできない場合があります。）
不法投棄が頻繁にある場合には、不

法投棄防止看板などを配付しますの
で、クリーンセンターへご相談くださ
い。 クリーンセンター

☎９７３
－１０１０

廃棄物減量等
推進員が年度
途中で交代し
たとき

クリーンセンターにご連絡くださ
い。所定の変更届を提出していただき
ます。なお、交代された方の任期は前
任者の残任期間となります。

ごみ集積所の
新設･移転･廃
止をしたいと
き

集積所を利用する方（または、利用
予定者）に、所定の申請書類をクリー
ンセンターに提出していただきます。
その後、現地調査を行い、可否につい
て通知します。

外国語のごみ
収集カレンダ
ーが欲しいと
き

英語、中国語、スペイン語、ポルト
ガル語版があります。カレンダー部分
は日本語版のものと対照させる形式で
す。自治振興課及びクリーンセンター
で配布しています。

自治振興課
☎９７３

－２６２６
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＜環境保全の関係＞ 主管課：環境緑水課

市民清掃デー

市では、飯能市民憲章の実践活動を推進するため、５月と

１１月の年２回市民清掃デーを実施しております。実施に

当たり、自治会長宛てに実施依頼文書を送付いたします。

市民清掃デーは公共の場所等の清掃を実施するもので、

具体的な作業方法は自治会ごとにお願いしています。また、

清掃は、各自治会の都合の良い日に無理のない範囲（１時間

～１時間半程度）で実施してください。

自治会で使用するごみ袋については、環境緑水課及び各地区行政センター（飯能中央・富士見を

除く）で配布しますので、必要に応じて市民清掃デー前に受け取りに来てください。（数量に限り

があります。）

市民清掃デー当日は、午前中（８時３０分から１１時３０分まで）のみ、クリーンセンターへの

ごみの搬入を受け付けます。搬入できない場合は、ごみ収集カレンダーのとおり分別して、ごみ集

積所にお出しください。事前にクリーンセンターへご連絡いただき、後日クリーンセンターへ搬入

も可能です。

搬入できるごみは、市民清掃デーで集めた不法投棄ごみや雑草等です。

家庭ごみ、土砂、自治会館等で使用していたと思われる備品等は搬入できません。

雑草や木の枝について
・木の枝（太さ５ｃｍ未満）の場合

長さ５０ｃｍ未満に切り、ヒモで束ねてください。
・雑草、木の枝（葉の部分など）で束ねられないものの場合

透明または中身が確認できる袋に入れてください。

トラック等にそのまま積んだ場合は、搬入できません。
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＜主な募金活動趣旨と活動内容について＞

※緑の募金は令和６年度から取り扱っておりません。

※募金は個人の意思で行うものであり、強制するものではありません。

自治会内で戸別集金用に封筒が必要な場合は、担当部署にて用意できますので、必要枚数をご

連絡ください。

日赤募金…地域福祉課（☎９８６－５０８１）
日本赤十字社は、国やあらゆる組織からの独立性を保つため、その活動資金のほとんどを国民

からの募金（飯能市では「日赤募金」と称しています）で賄い、運営されています。納入いただい

た募金は、赤十字の使命である地震、火災、風水害その他の災害における人命の救助、被災者の救

援等の非常時の活動を行うための大切な財源となっています。

また、日本赤十字社埼玉県支部からは、市内で火災等にあわれた方に布団・毛布セットが配布さ

れるほか、自治会（地区行政センター）へ救護装備・資機材の贈与等が行われています。

赤い羽根共同募金…埼玉県共同募金会飯能市支会（飯能市社会福祉協議会）（☎９７３－００２２）
赤い羽根共同募金は「赤い羽根」をシンボルに、福祉施設の充実や地域福祉の推進のために実施

する社会福祉法で定められた募金活動で、あらかじめその使い道を決めて募金目標額を定める「計

画募金」です。

お寄せいただいた募金の約５０％が飯能市社協の地域福祉推進事業のために配分され、孤立の

防止を目的とした地域の居場所づくりや地域福祉推進組織の支援、児童・生徒を対象とした福祉

教育の財源として活用しています。

飯能市社会福祉協議会会費･･･飯能市社会福祉協議会（☎９７３－００２２）

社会福祉協議会は、社会福祉法を根拠とし地域福祉の推進を目的に設置されている法人格を有

した非営利組織です。全国・都道府県・市町村に設置され、それぞれは独立組織であるとともに全

国ネットワークの機能があります。

市内の個人、法人等からの会費や寄附金を主な活動資金として、飯能市の地域福祉の推進のため

活動しています。
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＜その他（虐待、自殺対策、ＤＶ、空き家、耐震＞
※相談の秘密は守られます

※生命の危険があるなど緊急を要する場合は１１０番通報してください

内容 連絡先 電話番号等

児童虐待かもと
思ったら

〇こども支援課 ☎ ９７８－５６２７
〇児童相談所全国共通ダイヤル

２４時間受付・通話料無料
☎ １８９

こどもたちは地域で見守られて育ちます。児童虐待防止法では、虐待の
疑いがある場合、福祉事務所（市役所内）、児童相談所に通告することが義
務付けられています。虐待を受けている児童（０～１８歳未満）本人から
はもとより、児童が虐待されていることを見聞きした場合、子育てに悩ん
だ場合はお電話ください。

高齢者虐待に
関する相談等

〇介護福祉課 ☎ ９７３－３７５３
FAX ９７３－２１２０

〇各地域包括支援センター Ｐ２９福祉相談窓口一覧参照

65歳以上の高齢者に対する、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心
理的虐待、性的虐待、経済的虐待が疑われる場合はご相談ください。

障害者虐待に関す
る相談・通報・届出

〇障害福祉課（障害者虐待防止センター）

☎ ９８６－５０７２
FAX ９８６－５０７４
Email
syoufuku@city.hanno.lg.jp

平日夜間、土日休：
☎ ９７３－２１１１（代）

障害のある方に対する虐待を見たり聞いたりした場合は、障害福祉課
（障害者虐待防止センター）にご連絡ください。

児童、高齢者、障害
者虐待に関する通
報

〇埼玉県虐待通報ダイヤル＃７１７１ ＃７１７１

埼玉県では 24 時間 365 日受付・対応する「埼玉県虐待通報ダイヤル＃
7171（ないない）」を開設しています。飯能市役所の担当課につながらな
い場合は、「埼玉県虐待通報ダイヤル＃7171」に電話をしてください。

ＤＶ等に関する相
談

〇飯能市配偶者暴力相談支援センター
月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
８時３０分～１７時１５分

☎ ９７８－５０８５

夫婦間暴力、交際相手からの暴力、家族間暴力の相談に対応します。

生きる支援
（自殺対策）

〇保健センター ☎ ９７４－３４８８

自殺は追い込まれた末の死といわれ、社会的な問題です。様々な要因で
追い込まれる前に、身近な立場の人が、変化に「気づき」、話しに耳を傾
け（「傾聴」）、適切な相談先に「つなぎ」「見守り」を行うことが求め
られます。暮らしのことや健康のことなどで深く悩み、心身の不調を感じ
ている方にお気づきになられたときは、Ｐ２５・Ｐ２６の相談先にお取り
次ぎいただくか、保健センターまでお問い合わせください。
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＜地域からの選出委員等について＞ 主管課 地域福祉課

民生委員･児童委員

民生委員は、民生委員法に基づき、市民の皆さんが住み慣れた地域で
安心して暮らしていくために、皆さんの相談に応じたり、関係機関につ
なぐなど必要な支援を行っています。
また、すべての民生委員は、児童福祉法により児童委員に充てられて

おり、児童や妊産婦への相談・支援も併せて行うこととなっています。

主任児童委員

主任児童委員とは、児童福祉法により児童福祉関係機関との連絡調整
や児童委員への支援などを行っています。市内各地区民生委員児童委員
協議会(12 協議会)ごとに 2名います。
0歳から 18 歳までの児童・生徒に関する問題を専門に担当し、児童

委員と一緒に学校や児童相談所、その他の関係機関と協力して子ども達
の健やかな生活環境づくりを目指して活動しています。

保護司
保護司法に基づき、法務大臣の委嘱を受けて犯罪や非行に陥った人の

更生を支援しています。

内容 連絡先 電話番号等

空き家等に関する
総合窓口

〇飯能市空き家バンク（建築課） ☎ ９８６－５０７８

飯能市では「飯能市空家等対策計画」を策定し、市民等と市が一体とな
り、空き家等に関する問題について積極的に取り組むこととしています。
建物の管理については、所有者が自らの責任により適正に行っていただ

くことが前提となりますが、空き家等の活用や解消に向け皆様のご協力を
お願いいたします。
空き家等に関する様々な相談や情報提供については、建築課までお願い

します。
また、飯能市空き家バンクでは空き家物件の登録を募集していますの

で、空き家の利活用にお困りの所有者がいらっしゃいましたら、空き家バ
ンクへの登録をお声掛けください。

木造住宅等の耐震
化へのお願い

〇建築課 ☎ ９７３－２１７０

地震による木造住宅等の倒壊被害を最小限にし、安全なまちづくりを目
指して、市では下記の事業を実施しています。お困りの方がいらっしゃい
ましたら、ご活用についてお声掛けください。
〇木造住宅耐震診断・耐震改修等補助金
〇木造住宅除却工事補助金
〇ブロック塀等撤去工事補助金
〇出前講座「耐震診断・改修のすすめ／地震から我が家を守ろう！」（随時申込み可）
〇建築士による無料耐震相談会（年２回程度実施）
〇市職員による無料耐震診断（随時相談可）
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◇ 地域にあるコミュニティ団体を把握し、連携を図りましょう ◇
地域にある各種団体と、自治会の催し物や行事などを共催することで、自治会では各種催し物の

実行委員の負担減につながり、協力団体としては活動の場の広がりや地域との連携につなげること
ができます。

･各種ボランティア団体/市民活動団体
各種ボランティアや市民活動団体は、様々な地域課題や社会問題の解決を目的として設立された

団体が多くあります。
しかしながら、多くの団体では財源や人手不足などで、活動の場が限られて

おります。地域内にある団体を把握し、うまく互助の関係を築くことで、地域
力のアップにつながります。

･消防団
消防団員（消防団）は、消防署員ではありません。会社員・自営業・学生など本来の仕事や学業

を持っています。そしていったん災害が発生すれば、仕事を止めて現場に急行するのです。
正式には、非常勤特別職の地方公務員という身分になります。飯

能市には第 1分団から第 11 分団まであり、市内全域に組織されて
います。

･各地区 まちづくり推進委員会
まちづくり推進委員会は、地区の住民が地域特性に応じた主体的に取り組むまちづくり活動を推

進するため、地区の将来像や実際に実施するまちづくり事業について検討し、地区別まちづくり計
画により、数多くの事業を実施している団体です。
市内 8地区（飯能、精明、加治・美杉台、南高麗、吾野、東吾野、原市場、名栗）にそれぞれの

まちづくり推進委員会があります。

・地域福祉推進組織
地域福祉推進組織は、自治会や民生委員児童委員協議会などの地

域団体やボランティア団体、活動の趣旨に賛同した個人が参画して
いることから、それぞれの活動を結びつけるネットワークの役割も
果たしています。
令和６年度末現在、市内では８つの圏域（原市場、名栗、加治東、

吾野、東吾野、南高麗、美杉台、双柳）で設立され、それぞれの特色
ある活動を行っています。

・近隣自治会
近隣の自治会と合同で、地域のお祭りや防災訓練等の行事を行うことで、準備における負担軽減

やコストの削減、新たな交流の機会を作ることができます。持続可能な自治会活動のために、隣接
する自治会間での協力も重要です。
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事前にメールアドレスを登録しておくと、防災行政無線の放送内容や防犯・防災情報、市から
のお知らせ等がメールで届きます。
登録は entry@hannocity.jp へ空メールを送信すると登録用のフォームが送信されます。
右の二次元コードから空メールが送信できます。

※飯能市生活安全課が配信する防犯情報は、次ページの
「Yahoo！防災速報アプリ」と同じ内容で、Yahoo の方が
配信が早いです。

飯能市ホームページ
市ホームページ内に防犯・防災情報を掲載しています。パソコンやスマートフォン等でご確

認ください。
※市ホームページのトップ画面→もしものとき「防災行政無線」
→「防災行政無線の放送情報」から防災行政無線の放送内容が確認できます。

または右の二次元コードから確認できます。

防災・防犯情報の伝達手段

飯能市ご当地アプリ
飯能市ご当地アプリで防災行政無線の放送内容が確認できます。

※飯能市公式アプリ内の トピックス・防災無線 から防災行政無線の放送内容が確認できます。
その他にも飯能市のイベント・観光情報、子育て情報、スポット情報、ごみ収集カレンダー、ス

タンプラリーやクーポンなど、様々な機能が利用できます
アプリを利用するには、インストールが必要です。下の二次元コード読み取り後、ご自身がお使

いのスマートフォンまたは携帯電話の操作にしたがってインストールしてください。

防災行政無線で放送した内容等を、メールやアプリ等で確認することができます。
日頃から、防災・防犯情報等を受け取れるよう、登録やダウンロードをお願いします。

Android 版はこちら→ ios 版はこちら→
❕

市防災行政無線放送後60分間に限り、電話で放送内容を聞くことができます。

電話番号 ０４２－９７２－９１２３

防災行政無線テレフォンサービス

飯能市メール配信サービス
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飯能市防災 X

飯能市防災 Xで防災行政無線の放送内容を発信しています。パソコンやスマート
フォン等でご確認ください。 https://x.com/hanno̲bousai
または右の二次元コードからアクセスしてください。

その他の緊急情報の伝達手段

埼玉西部消防組合市民向けメール配信システム
災害情報・気象情報・行事などの情報をメールで配信する埼玉西部消防組合のサービスです。
http://www.saisei119.jp/1001667/keitai/1001785.html
または右の二次元コードからアクセスし登録を行ってください。

埼玉県防災情報メール
気象警報注意報、地震情報、避難情報などをメールで配信する埼玉県のサービスです。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0402/903-20091202-28.html
または右の二次元コードからアクセスし登録を行ってください。

エリアメール、緊急速報メール
緊急地震速報などの災害情報が携帯電話会社(エリアメール、緊急速報メール)を通じて、
スマートフォンや携帯電話等に配信されます。

～～～ いざという時には ～～～

災害などの危機が迫った際には、防災行政無線での放送のほか市の広報車、消防団車両
などで、該当地域で避難等の呼びかけを行います。

◇問合せ 防災危機管理室 ☎９７３－２７２３

Yahoo!防災速報アプリ

飯能市の情報が受信できます。アプリをインストールし、初期設定画面の「地域の設定」で
飯能市を設定してください。

フェイスブックで防災行政無線の放送内容を発信しています。パソコンやスマートフォン等で
ご確認ください。 https://m.facebook.com/hannocity/
または右の二次元コードからアクセスしてください。

Android 版はこちら→ ios 版はこちら→

飯能市 Facebook（フェイスブック）
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市の相談窓口一覧

相談の名称 日時 会場 問い合わせ

育児相談
【対象】心身の発達
に心配がある乳幼
児の保護者

毎週月曜日～金曜日
13:30～17:00

飯能市立つぼみ園
つぼみ園
☎・FAX
９７１－５５２２

保育所･子育て相談
毎週月曜日～金曜日
9:00～15:00

各市立保育所
（電話相談）

各市立保育所
（３０ページ参照）

子育て相談

毎週月曜日～金曜日
9:00～16:00 子育て総合センター

（山手町 19-4
山手保育所 2階）

子育て総合センター
☎９７８－８４１

毎週月曜日～金曜日
9:00～12:00、13:00～16:00

どんぐりルーム
（子育て総合センター内）
☎９７２－１３０１

家庭児童相談
毎週月曜日～金曜日
8:30～17:15

本庁舎
こども支援課

こども支援課
☎９７８－５６２７

児童相談所
全国共通ダイヤル

児童虐待かもと思ったら…
24 時間受付 電話相談のみ

☎189（いちはやく）
通話料無料

教育相談
（電話・面接・メール）

毎週月曜日～金曜日
９:00～16:00
※メールは随時受付

教育センター

教育センター
☎９７３－１４００
✉soudan@city.
hanno.lg.jp

女性相談（予約制）
毎週月～金曜日
10:00～17:00

本庁舎別館
自治振興課
☎９７８－５０８５

外国人相談

スペイン語
第４月曜日
9：00～12：00

本庁舎別館
自治振興課
☎９７３－２６２６

市民相談
毎週月曜日～金曜日
9:00～17:00 本庁舎別館

生活安全課
☎９７３－２１２６

行政相談
広報はんのう・市ホームページを
ご覧ください。

本庁舎別館
総合福祉センター

人権擁護委員によ
るなんでも相談

広報はんのう・市ホームページを
ご覧ください。

本庁舎別館
総合福祉センター
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相談の名称 日時 会場 問い合わせ

消費生活相談
毎週月曜日～金曜日
10:00～12:00
13:00～16:00

本庁舎市民相談室
生活安全課
☎９７３－２１２６

健康相談
栄養相談
こころの健康相談

広報はんのう・市ホームページ・
健康カレンダーをご覧ください。

保健センター等
保健センター
☎９７４－３４８８

妊娠・出産・子育て相
談

毎週月曜日～金曜日
8:30～17:15

こども家庭センタ
ー（保健センター
内）

こども家庭センター
（保健センター内）
☎９７４－７５００

市民よろず相談
広報はんのう・市ホームページを
をご覧ください。

総合福祉センター
社会福祉協議会
☎９７３－００２２

税務相談
広報はんのう・市ホームページ
をご覧ください。（事前予約制）

本庁舎市民相談室
市民税課
☎９７３－２１１５

生活支援相談
毎週月曜日～金曜日
9:00～17:00

本庁舎
生活福祉課

生活福祉課
☎９７８－５６０２

家計相談
広報はんのう・市ホームページを
ご覧ください。
（事前予約制）

本庁舎
生活福祉課

生活福祉課
☎９７８－５６０２
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誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる飯能市に
２０２５年（令和７年）を目途に、高齢者や認知症者、障害のある方などの尊厳の保持

と自立生活の支援を目的とし、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の
最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケ
アシステム）の構築にむけて取り組んでいます。

〇ふくしのなんでも相談

「はんのうふくしの森プラン（飯能市地域福祉計画・飯能市地域福祉活動計画）」に基づき配置されたCSW
（コミュニティソーシャルワーカー）が、子育てから高齢者、障害のある方まで、対象者の区別なくふくしの
困りごとの相談に、行政や各相談支援機関と連携して対応しています。また、身近な地域での支え合い活動が
活発になるよう、住民組織やボランティア団体の活動の支援も行っています。

ふくしの森ステーション共通 FAX FAX ０４２-９７３-８９４１

相 談 機 関 連 絡 先
飯能市社会福祉協議会
（総合福祉センター内）
対象圏域：飯能、第二、富士見、精明、双柳

☎ ０７０－７７９２－２４５０
FAX９７３－８９４１
E-mail：tiikifukusi@hannosyakyo.or.jp

ふくしの森ステーション かじ
（加治東地区行政センター内）
対象圏域：加治東、加治

☎ ０７０－７７９２－２４２３
E-mail：station-kaji@hannosyakyo.or.jp

ふくしの森ステーションみすぎだい
（美杉台地区行政センター内）
対象圏域：美杉台

☎ ０７０－７７９２－２４２６
E-mail：station-misugidai@hannosyakyo.or.jp

ふくしの森ステーションみなみこま
（南高麗福祉センター内）
対象圏域：南高麗

☎ ０７０－７７９２－２４３１
E-mail：station-minamikoma@hannosyakyo.or.jp

ふくしの森ステーションあがの
（吾野地区行政センター内）
対象圏域：吾野

☎ ０７０－７７９２－２４３３
E-mail：station-agano@hannosyakyo.or.jp

ふくしの森ステーションひがしあがの
（東吾野地区行政センター内）
対象圏域：東吾野

☎ ０７０－７７９２－２４３６
E-mail：station-higasiagano@hannosyakyo.or.jp

ふくしの森ステーションはらいちば
（原市場福祉センター内）
対象圏域：原市場

☎ ０７０－７７９２－２４４０
E-mail：station-haraichiba@hannosyakyo.or.jp

ふくしの森ステーションなぐり
（保健センター名栗分室内）
対象圏域：名栗

☎ ０７０－７７９２－２４４６
E-mail：station-naguri@hannosyakyo.or.jp

【所管】地域福祉課
☎ ９８６－５０８１
FAX９７３－２１２０

E-mail:chifuku@city.hanno.lg.jp
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〇高齢者や障害のある方、そのご家族等への相談支援 認知症に関する相談支援

身近な地域で、医療・介護・保健・福祉等の多職種が連携し、世帯全体を支援していきます。
地域包括支援センターとすこやか福祉相談センターは併設しています。

事業所名 担当地区 町名・字名

地域包括支援センターいなり町
☎ ９８０－５０４３
FAX９８０－５７５５

E-mail:houkatsu@nagurien.or.jp

すこやか福祉相談センターいなり町
☎ ９８０－７０３８
FAX９８０－５７５５

E-mail:sukofuku@nagurien.or.jp

飯能
仲町、稲荷町、久下、久須美、小瀬戸、
大河原、小岩井、永田、永田台

原市場
原市場、下赤工、上赤工 赤沢、唐竹、
中藤下郷、中藤中郷、中藤上郷、南

名栗 下名栗、上名栗

地域包括支援センターさかえ町
☎ ９７１－３１７２
FAX９７１－３２５３

E-mail:houkatsu@npo-tanpopo.or.jp

すこやか福祉相談センターさかえ町
☎ ９７１－１１６７
FAX９７１－３２５３

E-mail:sukoyaka@npo-tanpopo.or.jp

飯能 新町、東町、柳町

精明
栄町、緑町、下加治、小久保、宮沢、
平松、川崎、下川崎、新光、芦苅場、
双柳、青木、中居

加治 笠縫

地域包括支援センターみなみ町
☎ ９７８－５７７７
FAX９７５－２０３０

E-mail:tiikihoukatu@minamihanno.jp

すこやか福祉相談センターみなみ町
☎ ９７８－５７８８
FAX９７５－２０３０

E-mail:sukofuku̲m@titan.ocn.ne.jp

飯能 南町

加治
川寺、落合、前ヶ貫、矢颪、美杉台、
征矢町

加治東 岩沢、阿須

南高麗
岩渕、下畑、上畑、苅生、下直竹、
上直竹下分、上直竹上分

地域包括支援センターはちまん町
☎ ９７５－３０１１
FAX９７５－３０１２
E-mail:hokatu@welpen.jp

すこやか福祉相談センターはちまん町
☎ ９７５－１２００
FAX９７５－３０１２

E-mail:sukofuku@welpen.jp

飯能
山手町、本町、八幡町、飯能、原町、中山、
茜台

東吾野 白子、平戸、虎秀、井上、長沢

吾野
坂石町分、坂石、吾野、上長沢、高山、
北川、坂元、南川

ドラッグストア

飯
能

【所管】介護福祉課
☎ ９７３－３７５３
FAX９７３－２１２０

E-mail:kaigo@city.hanno.lg.jp
【所管】障害福祉課
☎ ９８６－５０７２
FAX９８６－５０７４

E-mail:syoufuku@city.hanno.lg.jp
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飯能市公共施設電話番号一覧
市等の施設

飯能市役所 ９７３－２１１１ 飯能駅サービスコーナー ９７４－７８７７

市民活動センター ９７８－７５５１ 市民会館 ９７２－３０００

さわらびの湯 ９７９－１２１２ 飯能観光案内所 ９７４－７９００

飯能駅観光案内所（ぷらっと飯能） トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園

９７８－９１１１ ９７２－７７１１

教育センター ９７３－９５２２ 図書館 ９７２－２１１４

美杉台児童館 070－7605－4240 博物館（きっとす） ９７２－１４１４

こども図書館 ９７４－２４１４ クリーンセンター ９７３－１０１０

市民体育館 ９７２－６５０６ 浄化センター ９７２－４７９８

環境センター ９７１－３４２０ 小岩井浄水場 ９７３－８３６８

林業センター ９７５－１５４５ 美杉台公園管理事務所 ９７２－１７５８

土地区画整理事務所 ９７３－８６８２ ふれあい農園施設（たいら栗園）

農林産物加工直売所（ノーラ名栗） ９７８－０３２７

９７８－５５２２
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

地区行政センター
地区行政センター管理担当（富士見地区行政センター内） ９７２－３３１４

飯能中央地区行政センター ９７２－３６７８

第二区地区行政センター ９７２－６７８４

精明地区行政センター ９７２－２３１４

双柳地区行政センター ９７２－９９００

加治地区行政センター ９７２－２３１３

加治東地区行政センター ９７４－４５４６

美杉台地区行政センター ９７１－５１５１

南高麗地区行政センター ９７２－２８０５

吾野地区行政センター ９７８－１２１１

東吾野地区行政センター ９７８－１２１２

原市場地区行政センター ９７７－１２３２

名栗地区行政センター ９７９－１１２１



飯能市公共施設電話番号一覧

30

健康・福祉施設
保健センター ９７４－３４８８ 保健センター名栗分室 ９７９－１１００

東吾野医療介護センター ９７８－２０００

飯能市こども家庭センター（保健センター内）

９７４－７５００

南高麗診療所 ９７２－３８０７ 名栗診療所 ９７９－１１２５

総合福祉センター ９７３－００２２ 南高麗福祉センター ９８３－４３８０

原市場福祉センター ９７０－１１２２ 敬愛園 ９７２－２１１０

訪問看護ステーション（ほほえみ） 子育て総合センター ９７８－８４１５

９７８－１９２２ つぼみ園 ９７１－５５２２

地域子育て支援拠点どんぐりルーム

９７２－１３０１
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

市立保育所
山手保育所 ９７８－８２１６ 第二区保育所 ９７２－３６７６

富士見保育所 ９７２－２１１２ 浅間保育所 ９７３－５１０１

加治保育所 ９７２－２２３５ 加治東保育所 ９７４－４５４７

美杉台保育所 ９７２－５８５１ 吾野保育所 ９７８－０００４

原市場保育所 ９７７－００５２
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

市立幼稚園
名栗幼稚園 ９７９－０２５７
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

市立小学校
飯能第一小学校 ９７２－４１４７ 飯能第二小学校 ９７２－４０２６

南高麗小学校 ９７２－２８０６ 加治小学校 ９７２－２３１９

精明小学校 ９７２－２６５１ 原市場小学校 ９７７－１２３６

富士見小学校 ９７３－５７４１ 加治東小学校 ９７３－５１４１

双柳小学校 ９７３－６５２２ 美杉台小学校 ９７２－０６８１

奥武蔵小学校 ９７８－１２１４ 名栗小学校 ９７９－１１２８
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市立中学校
飯能第一中学校 ９７２－４１５７ 南高麗中学校 ９７２－３８０８

原市場中学校 ９７７－１２３３ 飯能西中学校 ９７３－３１４８

加治中学校 ９７３－２２２２ 美杉台中学校 ９８３－０１２１

奥武蔵中学校 ９７８－１２１５

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

消防
埼玉西部消防局 ０４－２９２４－０１１９

消防団担当（飯能市防災危機管理室） ９７３－２７２３

飯能日高消防署 ９７３－９１１９ 稲荷分署 ９７３－５１５５

名栗分署 ９８７－１１１９ 吾野分署 ９７０－２２２０
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

その他の公共機関等
飯能警察署 ９７２－０１１０ 飯能県税事務所 ９７３－５６１３

飯能県土整備事務所 ９７３－２２８１ 狭山保健所 ０４－２９５４－６２１２

広域飯能斎場 ９７４－４５６０ 認定NPO法人飯能市スポーツ協会

シルバー人材センター ９７３－６５６６ ９７２－１３００

（一社）奥むさし飯能観光協会 飯能商工会議所 ９７４－３１１１

９８０－５０５１
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

飯能市役所の各課へのお問合せ（電話、FAX、ウェブからのお問合せ）

飯能市役所ホームページ

トップページ → 市政情報 → 役所・窓口案内 → 組織一覧

に、各課のお問合せ先が掲載されています。

右の二次元コードから上記ページへアクセスできます。
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